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第１ 監査の目的 

 工事監査は、地方自治法第１９９条第５項の規定及び平成２９年度工事監査実施予定表

に基づき実施するものであり、さぬき市が発注した工事の計画、設計、施工等が法令に準

拠して仕様書類に基づき適切に行われているか、また、工事が経済的かつ効率的に執行さ

れているかを監査することを目的とする。 

 

 

第２ 監査の日程 

平成３０年１月２１日から同年３月２６日まで 

  

工事技術調査日程 

３月１３日 書類調査及び工事担当課への事情聴取 

教育委員会事務局 

学校再編対策室 
３月１４日 

現場調査及び工事担当課への事情聴取 

調査結果概要報告及び所見発表 

 

 

第３ 監査の対象 

建設業法に掲げる２９工種のうち建築一式工事で、平成３０年３月１３日現在において

工事中であり、契約金額が１件１億円以上の工事を対象とした。 

 

 平成２９年度対象工事 

工事監督課（室） 教育委員会事務局学校再編対策室 

工事名 平成２９年度（仮称）津田こども園新築工事（建築） 

施行場所 津田地内 

 

 

第４ 監査の方法 

監査委員が指定した工事監査実施対象工事について、事前に担当課に工事概要、図面、

計画書等の提出を求め、調査、計画、設計、仕様、積算、契約、施工管理、監理（監督）、

試験、検査等の各段階における実施態様について監査を実施した。 

なお、当監査の実施においては、専門性の高い知識を必要とするため、協同組合総合技

術士連合と業務委託契約を締結して技術士の意見を参考として取り入れた。 
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第５ 監査の結果 

 現場調査及び技術士の調査の結果、工事関係書類及び施工状況は、おおむね適正である

と認められた。 

なお、留意すべき事項について、下記のとおり監査意見を付す。 

 

１ リスク管理について 

  今年度の工事監査において、重大な法令違反及び問題点は見受けられなかった。 

しかし、技術士の報告書「３－４改善」では、化学物質のリスクアセスメント、駐車

時等の停車方法、仮置土の管理、ガス等を積載した作業用軽トラック駐車時の車止め、

コンクリート打設面清掃を一歩進めた対策など、リスク管理について推奨する内容が改

善項目として挙がっている。今後の工事を進めるうえで、これらの改善項目を参考に、

更なる安全対策に取り組むことを意見する。 

 

 ２ 工事の「見える化」について 

書類調査及び現場調査において、技術士の報告書「３－４改善」では、工事履行報告

書の備考欄を利用する、設計照査について口頭でなく記録を残す、出来形写真に実測値

はあるが、規格値、許容誤差を記載するなど、作業の「見える化」を推奨する内容が挙

がっている。このような「見える化」に関する内容は、事務の効率化が図られるだけで

なく、経済性の観点からも重要な改善点となるので、改善項目として取り組むことを意

見する。 

 

  以上、リスク管理及び工事の「見える化」について監査意見を付したが、市民にとっ

て良い物であり、長く使っていただける施設を完成させるためには、意見した内容だけ

にとどまらず、市及び施工監理者並びに工事請負者がコミュニケーションをとって改善

を図り、より安全かつ効率的な工事を進めていただきたい。 
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第６ 技術士による調査結果報告書 

 

 

 

平成２９年度 

 

 

さぬき市工事技術調査業務 

 

 

 

報 告 書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成３０年３月１８日 

 

 

 

 

 

協同組合  総合技術士連合 
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１ 監査の概要 

 

１-１ 技術調査対象工事名称 

平成２９年度（仮称）津田こども園新築工事（建築） 

 

１-２ 調査実施日及び調査場所 

平成３０年３月１３日（火）～３月１４日（水） 

当該工事現場及び教育委員会事務局新会議室 

 

１-３ 工事監査出席者 

１-３-１ 監査執行者 

監査委員（代表監査委員）                        中村 俊則（識見） 

監査委員                                 間嶋 三郎（議会選出） 

 

１-３-２ 担当部局 

教育委員会教育長                             安藤  正倫 

教育委員会事務局教育部長                        間島  憲仁 

学校再編対策室室長                      山田  謙二 

学校再編対策室室長補佐                  濵﨑  広伸 

学校再編対策室係長                      太田  洋 

 

１-３-３ 監査委員事務局 

監査委員事務局事務局長                            十川  昌浩 

監査委員事務局主任主事                      小河  千恵 

 

１-４ 技術調査業務（報告書共）実施技術士 

協同組合 総合技術士連合 

外丸 敏明 技術士（建設部門/総合技術監理部門） 

〒５３０-００４７ 大阪市北区西天満５丁目１番１９号（高木ビル４０８） 

TEL：０６-６３１１-１１４５、FAX：０６-６３１１-１１４６ 

E ﾒｰﾙ：info＠pea.or.jp 

 

１-５ 監査工事概要 

１-５-１ 工事場所 

さぬき市津田地内（津田町津田１６４－２） 
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１-５-２ 工事内容 

構造等    新築棟    Ｓ造           １階建 

改修棟    ＲＣ造(改修）  １階建 

増築棟    ＲＣ造         １階建 

 

地業      新築棟    独立基礎 

改修棟    － 

増築棟    独立基礎 

 

整備面積  敷地面積  ７，３１９．５５㎡ 

建築面積  ２，３２０．５１㎡    内、新築棟 

床面積    ２，１２８．３４㎡    建築面積  ２，０１６．３３㎡ 

床面積    １，８８０．６４㎡ 

 

内、改修棟 

建築面積  １７０．９７㎡ 

床面積    １７０．９７㎡ 

 

内、増築棟 

建築面積  ７６．７３㎡ 

床面積    ７６．７３㎡ 

 

内、通路上屋 

建築面積  ５６．４８㎡ 

 

１-５-３ 工事請負業者 

 株式会社藤木工務店四国支店 

 

１-５-４ 設計・監理業務委託者 

有限会社藤岡総合設計 

 

１-５-５ 事業費 

請負金額 ３６７，７４０，０００円（税込） 

 

１-５-６ 工事期間 

平成２９年８月１６日(仮契約)、２４日（本契約） ～ 平成３０年３月３０日 
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１-５-７ 工事進捗状況 

計画８６．６９％ 

実施２６．１８％（平成３０年２月末現在）工期延長の予定である。 

 

 

２ 監査の結論 

 

２工事監査資料及び関係書類並びに現地調査のうちからサンプリングにより、各工種の技

術調査着眼点について質疑応答を行った。質疑に関する回答（口頭及び資料による）は、

十分なものであった。技術調査の結果、工事全般に関する大きな問題点は見当たらなかっ

たのでサンプリング範囲では非常に良いと認めた。 

３サンプリングにより調査した事項のうち主な内容の要点を「３．監査の所見」計画・実

施・確認検証の項に沿って示し、注意、要望、検討を要する点については、改善の項にそ

れぞれ記すものとする。 

 

 

３ 監査の所見 

 

３-１ 計画 

３-１-１ 工事の目的 

さぬき市学校再編計画では、小中学校の統合に加えて、幼稚園も統合する計画としてい

る。津田地区においては、津田幼稚園及び鶴羽幼稚園を統合することとしており、計画を

進める中で、津田中央保育所及び津田東部保育所も併せて統合し、平成３１年度に認定こ

ども園を開園するものである。 

今回は、津田中学校跡地を新園舎の建設地として決定し、建築工事について実施するも

のである。 

 

３-１-２ 設計方針 

幼稚園と保育所機能を併せ持つ認定こども園について、安全かつ利用の利便性を考慮し

た結果、建設地を選定している。 

設計に際し、幼稚園と保育所の園児の交流が図れる施設とすること、また、幼稚園と保

育所の先生の交流も図れることをコンセプトとしている。このため、遊戯室やウッドテラ

ス、オープンデッキ、ステージ等を盛り込んでコンセプトのニーズに対して設計の妥当性

を確認して業務を進めていることを確認した。 
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３-１-３ 積算基準等 

①基準 

（単価・歩掛・積算・設計書作成に使用した基準・指針・調書等で主要なもの） 

No 図書の名称 著者 発行年月日 

１ 公共建築工事積算基準 

（平成２７年版） 

（財）建築コスト管理システム研究所 平成２５年６月２０日 

２ 建築工事標準歩掛 改訂４８版 建設物価調査会積算委員会 平成２５年６月３０日 

３ 建設物価 5月号・建築コスト情報 

（2017 春） 

一般財団法人 建設物価調査会 平成２９年２月１日 

４ 積算資料 5月号・建築施工単価 

（2017 春） 

一般財団法人 経済調査会 平成２９年２月１日 

 

（計画・調査・実施設計等に使用した基準・指針・調書等） 

No 図書の名称 著者 発行年月日 

１ 公共建築工事標準仕様書 

（平成２８年版） 

国土交通省大臣官房官庁営繕部 監修 平成２８年６月１日 

 

②積算 

単価・歩掛が無い場合の取り扱いは見積り単価（三者見積り）を採用している。また、

市場流通単価の把握と利用の観点では最新の刊行物を採用している。 

 

③数量算出・設計書の照査 

設計業務委託にて設計図と数量算出を作成、照査し、積算時に再照査を行っている。 

 

３-１-４ 入札・契約 

入札は、「制限付き一般競争入札」であり、平成２９年８月９日に入札し応札業者は落札

業者他合計７者である。契約は、工事請負契約の「さぬき市工事請負契約約款」に基づき、

平成２９年８月１６日に仮契約、平成２９年８月２４日に本契約を締結している。 

 

３-１-５ 保証、保険 

①保証金の履行保証と前払金保証は、適正に管理している。 

②建設業退職金共済制度の掛金収納書は、適切であることを確認した。 

③火災保険・工事保険は、適正に契約書の写しを提出させ確認している。 

④労災保険設立証明書を提出している。 
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３-１-６ コスト縮減・効率化対策 

限られた予算の中で、コミュニケーションを密に図り過去の経験に基づき業務を進め

ている。ステージの配置等、園児の保護者の視点で設計し、施設用途に応じた検討を行

うことでコスト縮減を図っている。 

 

３-２ 実施 

３-２-１ 品質管理（主に施工管理） 

施工計画は、所定の承認を得て作成している。現況は、地元の道路を通過するため、地

域の代表と十分なコミュニケーションを図り理解を得て工事をしている。また、旧中学校

敷地内の工事のため、シートで仕切って外部の人や地域の児童が工事区域に入らないよう

にしている。 

施工に際し、抽象的な細目（事例、コンクリートの自由落下高さ等）は、例えばコンク

リートが分離しない範囲としており、作業所では経験値に基づき施工し問題が発生してい

ないことを確認した。 

建築工事は、独立基礎や鉄筋工、コンクリート工、鉄骨工事等について作業手順や検査

試験計画等を明示しプロセスを重視した確実な工事をしている。 

 

３-２-２ 原価管理 

 原価管理は、設計照査による工事開始に伴う確認を口頭でしている。また、施工時にお

いては「協議書」にて確認をして問題は発生していない。 

 

３-２-３ 工程管理 

工事は、平成３０年２月末で、計画８６．６９％、実施２６．１８％である。工事が計

画より遅れている要因は、分離発注の電気設備工事・機械設備工事の受注時期のずれ込み

のためである。このため、建築主体工事において工程面で滞留が生じたことによる。 

工程管理は、分離発注の施工者も含め合同打合会を２週間に１回、個別打合は必要な都

度実施している。工事監理業務は所定の手順に従い実施していることを確認した。 

 

３-２-４ 安全衛生管理 

全般に、リスクアセスメントの手法を取り入れたＫＹ（危険予知）の実施、教育・訓練、

インフルエンザの予防等の衛生面の指導等を適正に実施している。また、安全衛生協議会

も確実に実施している。 

危険予知活動報告は、災害の「頻度」や「重篤度」について定量的な評価をし、各段階

の「危険度」によりリスクを抽出し、対策を講じリスク低減している。また、危険予知活

動は災害のリスクが想定される事象を積極的に採り上げて実施している。 

 現場は、安全帯の利用のため親綱設備を設けている。改善の部分も考えられるが、全般
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にわたり良好な運用状況であった。 

 

３-２-５ 環境管理 

全般では、分別の徹底のためコンテナを分けて管理している。また、周辺住民への埃対

策や騒音対策などの環境負荷の低減をしている。また、水質汚濁の濁水対策は現場の土砂

地盤に起因した降雨時の濁水が考えられる。対策として、敷地境界のブロックで高止まり

し外部へは流出しないようにしている。 

さらに、晴天時の土砂に起因する土埃は周辺への大気汚染の要因になるが、常に作業所

敷地を監視している。車両の場外搬出時もタイヤに土が付着しないように監視している。 

 

３-２-６ 法令遵守 

 工事の各プロセスについて、発注者の要求事項や法令等を遵守し工事をしている。また、

利害関係者（地元住民、発注者、協力会社等）の要求も理解し工事をしている。 

 

３-３ 確認検証 

３-３-１ 品質管理 

鉄筋継手のＣＢ溶接をサンプリングした。約６００本に対して所定の有資格者（手動鉄

筋ガス圧接技量資格者等）により、所定の手順（施工計画書）に基づき、所定の記録（コ

ンクリート工事施工品質管理記録表）により、事前清掃を含めすべてのプロセスを実施し

ていることを確認した。 

特に、継手作業は将来不可視になる重要な部分であり、サンプリングによる非破壊試験

を実施することは当然として、非破壊試験を実施していない部分はプロセスを確実にチェ

ックすることで可視化した作業を行っていることを確認した。 

工事全体の検査体制は、施工計画書に受入検査・工程内検査・最終検査の実施時期や内

容及び責任者を明記し、次工程へリリースしていることを確認した。 

 

３-３-２ 出来形管理 

基礎コンクリートの出来形をサンプリングした。基礎部Ｆ１について、基礎コンクリー

ト高さの実測値４００ｍｍに対して、設計は４００ｍｍで、誤差±０ｍｍである。規格値

の０～＋５０ｍｍを満たし合格している。 

 

３-３-３ 写真管理 

全般に、整理され数値が見えるように撮影している。また、鉄筋工等の不可視部分や安

全管理の状況も適正に管理している。 
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３-４ 改善 

① 工事履行報告書にて進捗状況を数字で報告している。その報告に関して「備考」欄

を利用して分析することを推奨する。 

② 設計照査について口頭でやりとりしているが、予防的な観点で記録を残すなど考慮

することを推奨する。 

③ 平成２８年６月１日より化学物質のリスクアセスメントが義務化された。新規採用

物質の有無にかかわらず考慮（塗装剤成分のトルエン等）することを推奨する。 

④ 出来形写真について実測値は読み取れるが、規格値・許容誤差等の「見える化」を

推奨する。 

⑤ 作業所は架空電線の注意喚起をしている。この事象を緊急事態として考慮すること

を推奨する。事例、作業所は緊急事態として地下埋設物（上下水道等）の毀損を挙

げている。 

⑥ 工事巡回では以下の内容を検出した。 

・駐車時等の完全な車両の停止時は、可能なら車両を出船方式（頭から出る方式）

に統一しリスクを低減することを推奨する。 

・仮置土は、高さ２ｍ以上でブルーシートにて覆い存置している。天端に上れば

高所作業になるため管理的対策によりリスクを低減することを推奨する。 

・親綱支柱と落下高さについて、再度検討することを推奨する。（参考：厚生労

働省、基発第０４２４００１号、平成２１年４月２４日、１８頁） 

・軽トラックにガス設備（酸素・アセチレン等）を車載して駐車し作業をしてい

る。車止めを「見える化」した状態で確実に行うことを推奨する。 

・「再下請通知書を元請負人に提出すべき旨の掲示」について、手順に従い工事

関係者が見やすい場所に掲示することを推奨する。 

・コンクリート打設面の清掃は、次工程の打設前に事前清掃等を実施し確認し記

録している。さらに、予防的な観点で一歩進めた対策（通路の設置誘導等）に

よりリスクを低減することを推奨する。 
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４ 工事写真 

 

工 事 名：平成２９年度（仮称）

津田こども園新築工事（建築） 

巡回場所：建物 

内 容：外観状況 

 

工 事 名：平成２９年度（仮称）

津田こども園新築工事（建築） 

巡回場所：建物 

内 容：外観及び内部状況 

 

工 事 名：平成２９年度（仮称）

津田こども園新築工事（建築） 

巡回場所：建物 

内 容：内部状況 
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工 事 名：平成２９年度（仮称）

津田こども園新築工事（建築） 

巡回場所：建物 

内 容：足場状況 

 

工 事 名：平成２９年度（仮称）

津田こども園新築工事（建築） 

巡回場所：既設建物 

内 容：改修内部状況 

 

工 事 名：平成２９年度（仮称）

津田こども園新築工事（建築） 

巡回場所：公道 

内 容：看板設置状況 

 

 以上 


